
関東信越税理士会
熊谷支部 10 月例会次第

                            日時   令和７年１０月１０日(金)

                                  午前９時３０分～

                              場所 熊谷市立文化会館    

１．会務報告

(１) ９月１０日(水)  関係機関との協議会・例会         於 熊谷市立文化会館

(２) ９月１０日(水)  研修会                    於 熊谷市立文化会館

(３) ９月１０日(水)  第４０回全税共県北地域業務推進協議会    於 キングアンバサダーホテル

(４) ９月１１日(木)  熊谷法人会 三者懇談会            於 ホテルパークウィング

(５) ９月１２日(金)  中学生の「税についての作文」最終審査会・役員会 於 熊谷市立商工会館

(６) ９月１８日(木) 高橋幸一会員 ご尊父様告別式        於 めぐりえ川越    

(７)１０月 ３日(金)  正副支部長・地域長会議            於 支部事務局

(８)１０月 ３日(金)  熊谷税務署との協議会                於 熊谷税務署

(９)１０月 ９日(木)  東京１日研修                 於 渋沢資料館・国立印刷

大河ドラマ館等

２．会務予定及び連絡事項

(１)関係機関との協議会・例会

  日時 １０月１０日(金)午前９時３０分～１０時３０分

  場所 熊谷市立文化会館

(２)研修会

  日時 １０月１０日(金)午前１０時４５分～午後０時１５分

  場所 熊谷市立文化会館

(３)第５１回日税連公開研究討論会

  日時 １０月１０日(金)午前１０時～午後５時

      場所 パシフィコ横浜ノース

(４)第４３回親睦野球・ソフトボール大会

  日時 １０月１５日(水)

  場所 大宮けんぽグラウンド

(５)女性部交流会

  日時 １０月１５日(水)

  場所 参議院議長公邸・赤坂プリンスホテル旧館 他

(６)会務研究部１泊研修

  日時 １０月１９日(日)～２０(月)

  場所 ホテルヘリテイジ

(７)正副支部長・地域長会議

  日時 １１月 ５日(水)午後１時３０分～

  場所 支部事務局

(８)綱紀監察・書面添付協議会

  日時 １１月 ５日(水)午後３時～午後４時

  場所 熊谷税務署

(９)熊谷税務署との協議会

  日時 １１月 ５日(水)午後４時～

  場所 熊谷税務署

(10)埼玉縣信用金庫との金融懇談会

  日時 １１月 ７日(金)午後４時３０分～

  場所 埼信本店

(11)「税を考える週間」税理士による無料相談

  日時 １１月１１日(火)午前９時３０分～

  場所 熊谷市立商工会館

(12) 熊谷法人会 創立７０周年記念講演会・式典・祝賀会

  日時 １１月１４日(金)午後３時～午後７時

  場所 ソシオスクエア



３．その他の協議報告事項

４．熊谷支部各部会連絡事項・関連組織連絡事項

５．支部会員入会・転入・転出・異動等

《新規入会》

    田代嘉昭 (令和７年９月２４日) 税務支援対策部・青年部

    〒360-0032 熊谷市銀座３－９７－２

ＴＡＳＩＡＳ税理士法人

          TEL０４８－５２１－１０９４

《変更》

    森川裕介 (令和７年９月１日) 

    〒366-0027 深谷市天神町２－５０

相原信夫税理士事務所

          TEL０４８－５７２－３４８４

熊谷支部 会員数１６３名

６．次回例会予定  

日時   １１月１２日(水) 午前１０時３０分～１１時００分 関係機関との協議会

           午前１１時００分～１１時３０分 例会

  場所  熊谷市立文化会館

７．次回研修会予定   

  日時  １１月１２日(水)午後１時００分～午後５時００分

  場所  熊谷市立文化会館

  内容 「最近の相続税の事例から」

    講師  東京税理士会 岩下忠吾先生

    単位  ４単位

８．ホームページ

熊谷支部 パスワード：kuma2012     http://www.kumazei.or.jp                             

県連    ID・ パスワード共に  saizei0615    

日税連  ユーザー名・パスワード共に： taxnz

本会   ユーザー名・パスワード共に： kzei0223

      

税理士協同組合  ユーザー名：zei パスワード：szeikyo3111

＊ 会員専用ページで上記のパスワードを入力し、ログインして下さい。

９．その他

＊今後の例会日日程を掲載しました。(令和７年１０月現在) 予定ですので変更になる場合もあります

１２月例会   １２月１１日(木) キングアンバサダー 午後 ２時００分～

１月例会    １月１４日(水) 熊谷市立文化会館 午前 ９時３０分～

２月例会    ２月 ６日(金) キングアンバサダー     未定

３月例会    ３月２３日(月) キングアンバサダー 午後 ２時００分～

  

・熊谷税務署入り口あるネームプレートを撤去いたしました。自分のネームプレートを希望する会員は、

１０月の例会時に返却いたします。欠席の会員は事務局までお願いします。年内まで保管いたします。



令和７年１０月吉日

関東信越税理士会県北ブロック税理士支部会員各位

関東信越税理士会     埼玉県税理士協同組合

熊谷支部 支部長 森田正男    熊谷地域 地域長 森戸 裕

本庄支部 支部長 池田敦司       本庄地域 地域長 鴨田宏生

秩父支部 支部長 鈴木雄二      秩父地域 地域長 堀口美奈夫

行田支部 支部長 栁澤俊行       行田地域 地域長 木村忠之

税理士会３６時間規定研修

令和７年度県北ブロック研修会のご案内

拝啓 清秋の候、県北ブロックの税理士会員の先生方におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げ

ます。さて、下記の要領にて、県北ブロック研修会を開催いたしますので、何かとお忙しいこととは存じますが、

多くの会員並びに、事務所職員の皆様にご出席いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。                        

                                               敬具

記

日時  令和７年１１月１２日（水）午後１時００分～４時４０分

受付  午後０時３０分より

場所  熊谷市立文化センター文化会館  TEL 048-525-4553
     〒360-0036 埼玉県熊谷市桜木町２－３３－２   

内容 『最近の相続税の事例から』

講師  税理士 岩下忠吾先生 東京税理士会所属

対象  税理士会会員および職員

受講料 １０００円／参加者１人（資料代含む）

単位  ４単位（会員は受講カードを持参ください）

★文化センター専用駐車場が狭いため、なるべく公共交通機関のご利用をお願いいたします。

★会場は飲食禁止になっております。

★資料準備の為、１０月２３日（木）までに熊谷支部事務局まで、必ずお申し込み下さい。

１１月１２日の県北ブロック研修会出席

会員     名    事務所職員     名    合計      名

支部名    支部   会員事務所名                 

熊谷支部事務局  ＦＡＸ ０４８－５２１－９６１２





関信越税埼発第 187 号 

令和 7 年 10 月 1 日 

 

支部長 各位 

 

関東信越税理士会埼玉県支部連合会 

会 長  小 野  恭 利 

広 報 部 長  杉 田  一 雄 

 

令和 7年度テレビ埼玉「マチコミ」出演候補者推薦のお願い 

 

標記の件につきまして、例年、確定申告期前(1月下旬～2月上旬)にテレビ埼

玉の情報番組「マチコミ」(平日 16時 30分～17時 45分)に埼玉県内の税理士が

出演し、無料税務相談会などのＰＲを行っております。昨年度に続き、今年度も

各支部より広く出演候補者をご推薦いただきたく存じます。 

つきましては別紙回答用紙にて、県連事務局宛へ令和 7 年 10 月 24 日(金)ま

でに候補者をご推薦いただきますようお願いいたします(複数名でも構いませ

ん)。 

広報部長等で選考させていただき、出演者の決定後、15 支部長及び出演者本

人に通知させていただきます。 

 テレビ出演に関する情報は下記のとおりです。 

 

記 

 

・出演日については、出演者の決定後、出演者のご都合を考慮しテレビ埼玉との調整となり

ます。12月中旬～1月中旬には決まる予定です。 

・出演日当日は、テレビ埼玉(さいたま市浦和区常盤)に 15 時 30 分までにお越しいただく

ことになります。 

・シナリオはこちらでご用意しております。(昨年のものがベースとなります) 

・出演の時間は 16時 30分から 17時 45分の間の 5～10分程度です。 

・応募状況により、ご意向に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。 

 

以上 

 

【写】黒澤副会長、根岸専務理事、県連広報部、支部事務局 

 

㊢ 
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                                     国際税務特別委員会 

                                                 支部長メーリング(R7.9.30 配信) 
 

国際税務特別委員会 メールマガジン（NO.20） 

租税条約があっても二重課税が解消しないこともあります 

～「役員報酬の二重課税」を事例に～ 

 

≪当メルマガのポイント≫ 

租税条約の目的は二重課税の排除ですが、役員報酬について、日本が多くの国々と締結している

租税条約は OECDモデル租税条約と同じ規定となっており、これら租税条約では二重課税の排除

が機能しない場合もあります。海外展開の際には国内法及び租税条約に加えて、税務当局による

現地課税ルールも併行して検討しておくことが重要です。 

 

はじめに 

    

  国境を超えた経済活動の増加に伴い国際課税の重要性も高まってきています。国際課税とはい

え基本的には国内法が規定するものであり、その上で、二重課税を除去するために租税条約が

適用されこととなりますが、この租税条約が機能しない場合もあります。  

本メルマガでは、筆者が 2013年に実際に経験した事例を取り上げ、関与先企業が海外に事業を

展開した際、海外の現地課税ルールに加えて、租税条約でも二重課税が排除されなかったケースを

紹介します。当メルマガに取り上げることにつきましては、事前に関与先企業から了解を得ており

ますことを申し添えます。是非、ご一読ください。 

 

Ⅰ 事例の概要 

 

 製造業を営むＡ社（社長とＸの２名がそれぞれ代表権を持つ）は、中国子会社Ｂ社として工場を建設

し、Ａ社の代表権も有するＢ社代表取締役Ｘが、工場の設立当初から居住者として中国に赴任してい

る。 

中国での税務処理は現地の会計事務所に委託している。Ｘに対して支払われる役員報酬について、当

初はＢ社からの役員報酬のみが現地での源泉所得税の対象となっていたが、当局からの指導によりＡ社

からＸに支払われる役員報酬も加算することとなった。中国において日本で支給される役員報酬にも源

泉所得税が課されることとなったので、Ａ社の判断において、Ｘの役員報酬の源泉徴収を取りやめた。 

 

 Ⅱ 日本の税務調査にて 
 

Ａ社は、当初は所得税法に基づいてＸへの役員報酬の源泉徴収を行っていたが、中国でＡ社役員報酬

を加算して源泉徴収されるようになったため、Ｘに対する二重課税を避けるため、日本での源泉徴収を

取りやめた。ちなみに、従業員からも１名出向者がおり、その者については当初から中国にて合算して

源泉徴収がされており、Ａ社からの給与について国内では源泉徴収はしていないが、問題とはされてい

なかった。 

税務調査において、Ｘへの役員報酬に対して国内での源泉所得課税は免れない旨の指摘を受けた。会

社は「現地工場は建設後、なかなか生産が安定せず、Ｘと従業員１名が常駐するしかなかった。実態と

しては現場に出て働いているのだから、名目は役員報酬だが実態としては出向従業員と同様、勤労報酬

※ 当メールマガジンは、本会ホームページの会員専用サイト内においても掲載しておりますので、 

画像等が見づらい場合には会員専用サイトをご参照ください。 



2 

 

であるから源泉徴収は不要である。」と抗弁したが、受け付けられなかった。Ｘが代表取締役であった

ため最初から諦めていたが、もう少し粘り強く主張すべきだったかもしれない。 

 

Ⅲ 租税条約の検証 

 
 日中租税条約において、役員報酬は以下のとおり規定されている1。 

 

 

第 16 条（役員報酬） 

一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これに

類する支払金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。 

 

この文言は OECDモデル租税条約第 16条によっている。OECDモデル租税条約コメンタリーによれば、

「16-4 課税原則 本条は一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の役員の資格で取

得する報酬は、当該法人の居住国で課税することができることを規定している。これは、役員の役務の

提供地がどこか判断しがたい場合があるので、役務は企業の居住地国で提供されたと取り扱うこととし

たものである。」2と解説されている。 

 当条文では企業の居住地国での課税と受け取れ、条文自体は役員の居住地国の課税権を排除していな

い。第 15条の（給与所得）については「一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、賃

 

1 外務省ＨＰより引用  https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/A-S59-223.html  最終アク

セス日：2025 年８月 27 日 
2 川田剛・徳永匡子共著『2017 OECD モデル租税条約コンメンタリー逐条解説 第 4 版』 （税務研究会出

版局、2018 年） 453 頁 

 

【参考条文】  注：波線は筆者による 

 

所得税法 

（国内源泉所得） 

百六十一条  

十二 次に掲げる給与、報酬又は年金 

イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬

のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供（内国法人の役員として国外において行う勤務

その他の政令で定める人的役務の提供を含む。）に基因するもの 

 

（源泉徴収義務） 

第二百十二条 非居住者に対し国内において第百六十一条第一項第四号から第十六号まで（国内源泉所

得）に掲げる国内源泉所得（政令で定めるものを除く。）の支払をする者又は外国法人に対し国内にお

いて同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得（第百八十

条第一項（恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例）又は第百八十条の二

第一項若しくは第二項（信託財産に係る利子等の課税の特例）の規定に該当するもの及び政令で定める

ものを除く。）の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、そ

の徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 

 

（徴収税額） 

第二百十三条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定

める金額とする。 

一 前条第一項に規定する国内源泉所得（次号及び第三号に掲げるものを除く。） その金額（次に掲

げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額）に百分の二十の税率を乗じて計算した金額 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/A-S59-223.html
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金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の

締約国においてのみ租税を課することができる。」3と規定されていることと比べると、両者の違いは明

らかである。 

 

Ⅳ 中国税務当局の見解 

日本での税務調査の結果、国内での源泉所得課税は免れないことなったことから、現地の会計事務所

を通じて中国での課税を免除するよう当局と掛け合うように依頼した。会社側の主張は以下の通りであ

る。 

 

１ 日本で税務調査を受けた結果、Ａ社の役員報酬は日本の国内源泉所得として源泉税を納めること

になったので、中国での源泉徴収は取りやめとしたい。 

 ２ ＸがＢ社から受ける総経理としての報酬は、同じ日本人出向者と比べても十分に高額であり、Ａ

社の役員報酬が中国源泉所得を補填しているということは無い。 

３ 役員報酬は会社の意思決定業務に対するものであり、それは居住国にかかわりなく出来るもので

ある。Ｘは３月ごとに帰国し、普段も電話等で十分に連絡を取っているため、Ａ社の意思決定業務

に支障はない。 

この申し入れに対して、現地会計事務所がとり寄せた現地税務当局からの回答は以下のとおりであっ

た。 

中国における日本の「役員報酬」に対する個人所得税課税問題について 

貴社の上記の質問に関して調査いたしました。  

下記の通り中国で課税されることは免れません。 

1. 大連開発地区地方税務局からの回答 

回答日：2014年 3月 31日（月） 

回答者：開発区地方税務局の貴社担当税務専官員（省略） 

事務所電話番号：（省略） 

2. 地方税務局の回答（中国での課税の根拠） 

   国税函[1999]284号、国税発[1996]214号 

「外国企業の役員が中国国内に設立した機構・場所で職務を兼任し実質的に現地法人の生産経 

営活動に従事している場合は使用人としての所得に対して個人所得税を課税する。」 

3. 日中租税条約 

また、日中租税条約第 16条では、（以下省略） 

以 上 

 

上記の国税函[1999]284号、国税発[1996]214号は中国の税務通達であり、国税函[1999]284号は「外

国企業の役員が中国国内で兼務する場合の税務に関する通達」、国税発[1996]214号は「外国投資企業

の董事が直接管理職務につく場合の個人所得課税に関する通達」である。 

中国当局としては、たとえ役員であったとしても実際には中国工場内で働いているのであるから全て

使用人としての所得であり、従業員出向者の扱いと変わりがないとしている。その上で、役員報酬であ

るとしても日中租税条約第 16条に基づき、日本で受けるＡの役員報酬については中国で課税しても問

題ないと結論付けている。 

 

3 外務省ＨＰより引用  https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/A-S59-223.html  最終アク

セス日：2025 年８月 27 日 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/A-S59-223.html
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Ⅴ 会社側での対応策 
 

日本の税務調査及び中国での課税を受けた会社は以下の対応策を検討したが、いずれも現実的ではな

いことから、最終的には「役員報酬」に対する二重課税を受け入れざるをえなかった。 

 

対応策 検討結果 

ＸをＡ社の役員から外し従業員とすること 

で、日本での源泉税を免除する。 

代表権を２名に持たせているのは社長に健康上のリスク 

があるためであり、万一の際の対策であることから現実 

的でない。 

Ａ社の報酬をＢ社報酬の日本払分として立 

替金処理し、Ｂ社に請求する。 

 

中国で所得税を課すのだから、法人税では損金算入が可 

能と思われる。しかしＢ社は立上げ以降赤字が累積して 

おり、Ａ社のＢ社に対する貸付金が膨らむのみで得策で 

なく、寄附金課税の可能性も否定できない。 

日本での役員報酬を限りなくゼロにする。 

 

日本で支払われる報酬は留守家族の生活費に充てられて 

おり、これもとりにくい。 

 

Ⅵ まとめ 

OECDモデル租税条約第 16条は役員報酬を受け取る居住者側の国での課税権を排除してはいません。

日本が租税条約 を締結した 78か国のうち 77か国で、役員報酬についてはこの OECDのモデル条文が

使われています4。事例でも紹介したとおり、「この条文をどのように解釈し適用しているかは、国によ

って異なる」ということを押さえておくとともに、税務当局による現地課税ルールも併行して検討する

中で、関与先の安全な海外展開を支援することが求められます。 

 

 

執筆：谷津 範之（足利支部） 

令和７年９月 30日 

国際税務特別委員長 笹尾博樹 

 

 

【参考文献】 

 

・工藤敏彦『Q&A中国進出企業の税務・会計詳解 国際税務の基礎から移転価格税制、個人所得税、増

値税改革まで』（清文社、2012年） 

 

・中央青山監査法人 税理士法人中央青山『中國税務六法 2006年改訂版』（日本国際貿易促進協会） 

 

・川田剛 徳永匡子共著『2017OECDモデル租税条約コメンタリー逐条解説 第 4版』 （税務研究会出

版局、2018年） 

 

・公益財団法人納税協会連合会『令和 7年版租税条約関係法規集』（清文社、2025年）  

 

 

4 公益財団法人納税貯蓄連合会 「令和７年度版 租税条約法規集」1900 頁～1905 頁 
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11月15日

税理士・司法書士による

成年後見及び
遺言・相続無料相談会

●父が亡くなりました。

どのような手続きが必要？

相続税はかかるの？かからないの？

●父が亡くなりました。母が認知症です。

相続手続きに影響はありますか？

●遺言の書き方を教えてほしい…。

●相続税 贈与税などの
税について聞いてみたい。 

令和7年

11月13日（木）17時までに電話で予約の上、当日会場にお越しください。

大宮ソニックシティ（8階 803・804）
さいたま市大宮区桜木町1丁目7番5号

会場

主催 関東信越税理士会埼玉県支部連合会
埼玉司法書士会

予約問合せ先 （埼玉司法書士会）

土 10時～16時
開　催　時　間

日時
相談料は
無料です！
※要予約（先着順）

お気軽に
ご相談下さい！

048－863－7861



埼税協熊谷地域 10 月例会

令和 7年 10 月 10 日㈮

＜会務報告＞

令和 7年 9月 10 日㈬  県北地域全税共業務推進会議

            (行田・熊谷・本庄・秩父)

            16：30～キングアンバサダーホテル熊谷

令和 7年 9月 17 日㈬  第 7回常務理事会・第 6回地域長会

            13：30～パレスホテル大宮

令和 7年 9月 24 日㈬  大同生命との決起大会   

            11：00～パレスホテル大宮

＜会務予定＞

令和 7年 11月 6日㈭ あんしん財団業務推進会議

           18：00～会場未定

          

＜提携企業インフォメーション＞

日本生命 オリックス生命 第一生命 あんしん財団




